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＜別紙１＞                                                       介護老人保健施設ゆめ風車 

                                 訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 

 重 要 事 項 説 明 書  

（令和８年４月１日現在） 

１．運営規定の概要 

（１）施設の名称等 

・事業者名    周南市介護老人保健施設 ゆめ風車 

・開設年月日  令和３年１０月 1日 

・所在地    周南市宮の前二丁目 6番 27号 

・電話番号   0834-61-3151 ・ファックス番号  0834-61-3155 

・管理者名   藤井 康弘 

・事業所番号  3551580016  

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

 「目的」 

要介護または要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において 

自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心し

て日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを

目的とします。 

［運営方針］ 

利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの約款の定めに

基づき、関係する市町や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と密接な連携を図りなが

ら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 

 

（３）施設の職員体制 

従 業 員 の 種 類 員 数 

区 分 

常 勤 非 常 勤 

専従 兼務 専従 兼務 

医 師 １  １   

理 学 療 法 士 １  １   

作 業 療 法 士 ２  ２   

 

２．サービス内容 

  訪問リハビリテーションは（又は介護予防訪問リハビリテーション）は、理学療法士、作業療法

士が、お宅を訪問し、その方の能力に応じて自立した日常生活を営めるよう生活機能の維持、向上

を目指し、リハビリテーションを行うことで心身機能の維持回復を図ります。 
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３．営業日時 

  営業日   月曜日 ～ 金曜日 

       ＊祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は除きます。 

  営業時間  ８：３０ ～ １７：１５ 

 

 

４．要望及び苦情等の相談 

    サービス内容に関する相談・苦情に関するお問い合わせは下記のとおりです。 

 

(相談窓口) 

事業所名 周南市介護老人保健施設 ゆめ風車 

所在地 周南市宮の前二丁目６番２７号 

電話番号 0834-61-3151 

受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

担当者 八尾 孝徳 

 

・その他、以下の市町等の苦情相談窓口に相談することもできます。 

  （市町の相談・苦情受付窓口） 

市町名 周南市 

所在地 周南市岐山通１－１ 

電話番号 0834-22-8467 

担当部署 高齢者支援課 

   

 

（国民健康保険団体連合会の相談･苦情受付窓口） 

国保連合会 山口県国民健康保険団体連合会 

所在地 山口市朝田１９８０番地７号 

電話番号 083-995-1010 

担当部署 介護保険課 苦情相談班 

 

 

５．通常の事業の実施地域 

 実施地域は、周南市（旧徳山、旧新南陽） 

  

 

６．事故発生時の対応 

 １）すみやかに利用者の代理人、家族等関係者に連絡します。 

 ２）必要に応じて主治医に連絡し、医師の診断・指示に従います。 

 ３）重大な事故については迅速に、軽微なものについても月毎に、市介護保険課に連絡します。 

 ４）介護支援専門員に連絡します。 
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７．虐待防止のための措置に関する事項 

  当施設は、入所者の人権の擁護、虐待防止のため必要な体制整備を行うとともに虐待防止のため

の対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催します。また、従業者に対し研修を実施する等の

措置を講じ、虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合は速やかに市へ通報します。 

 虐待防止に係る責任者は施設長とし、上記に揚げる措置を適切に実施します。 

 

 

８．守秘義務及び個人情報の保護 

   当施設とその職員は、周南市医療公社の個人情報保護方針に基づき、業務上知りえた入所者、 

身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙３のとお

り定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。 

但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記され

ていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時に安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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＜別紙２＞ 

 

訪問リハビリテーションについて 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）についての概要 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）については、要介護者（介護予防

訪問リハビリテーションにあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案された居

宅サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療

養生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。

このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、訪問

リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画が作成されますが、その際、利用者・

利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容につい

ては同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金【 要介護 1～5 】（1割負担額） 

① 訪問リハビリテーションサービス費（要介護１～５）   ３０８単位／回（２０分） 

  当該事業者医師以外が診療している場合         ２５８単位／回（２０分） 

 

② リハビリテーションマネジメント加算（A）ィ        １８０単位／月 

     

    リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ        ２１３単位／月 

     

  リハビリテーションマネジメント加算（B）ィ       ４５０単位／月 

    

    リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ        ４８３単位／月 

     

③ 短期集中個別リハビリテーション実施加算         ２００単位／日 

   退院（所）または要介護に認定を受けた日から 

   起算して 3ヶ月以内の期間に行われた場合 

 

 ④ サービス提供体制強化加算 Ⅰ 

   勤続７年以上の者が１人以上                ６単位／回 
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  基本料金【 要支援 1.2 】（1割負担額） 

① 介護予防訪問リハビリテーションサービス費（支援１・２）２９８単位／回（２０分） 

当該事業者医師以外が診療している場合         ２４８単位／回（２０分） 

 

 ② 短期集中個別リハビリテーション実施加算         ２００単位／日 

   退院（所）または要介護に認定を受けた日から 

   起算して 3ヶ月以内の期間に行われた場合 

 

③サービス提供体制強化加算 Ⅰ 

  起算して 3ヶ月以内の期間に行われた場合         ６単位／回 

＊周南市は地域区分が７級地（３％）となり、１単位当りは 10.17円です。 

 

 

（２）利用料金の請求及び支払方法 

① 当該月分利用料の請求は、月末締めで翌月の１０日に計算書を作成し、サービスに関する利用

料明細書を添えて請求いたします。サービス利用終了時の請求も同様です。 

② 利用料のお支払いは、当該月の翌月末日までに下記の方法でお支払い下さい。 

 

 

 

４.写真及びビデオ撮影と広報使用について  

   当施設では、イベントや日常生活の様子を記録として残し、参加者の思い出作りのお手伝いをす

ると共に、私共の広報写真・ビデオ及び関係団体への情報提供としても活用させていただく場合が

あります。撮影した写真・ビデオは責任を持って管理し、上記の目的以外に使用することは、あり

ません。主な使用範囲は、周南市医療公社が発行する広報ツール（ホームページ、チラシ、パンフ

レット、ＣＣＳ広報番組、展示物等）への写真・ビデオ掲載などです。尚、写真・ビデオ撮影及び

広報使用をお望みでない場合は、事務室までお申し付けください。 

 

 

 

 

 

 

 

１． 口座振替     山口銀行・ゆうちょ銀行からの口座振替が可能です 

 

２． 口座振込      金融機関    山口銀行 徳山支店 

                  口座番号等  普通預金 ６５０５０５７ 

                  口座名義人  周南市介護老人保健施設事業  周南市長 藤井 律子 

 

３． 払い込み用紙での納付  ゆうちょ銀行のみ 
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＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 
（令和８年４月１日現在） 

 

介護老人保健施設ゆめ風車では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりして

いる個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
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＜別紙４＞ 

 

〔 お願い 〕 

今回、当施設をご利用いただき誠に有難く厚くお礼申しあげます。 

ご利用者の方には、施設の理念や目的、運営方針のもとに、相手の立場に立ったサービス

を提供してまいります。 

サービス提供中は、事故防止について万全を期しておりますが、環境の変化等で下記の

ような思いがけない事故が発生する可能性があります。 

皆様方のご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

 ・転倒、転落による骨折、外傷 

 ・誤飲、誤嚥 

 ・加齢による病状の悪化、体力減退 

・発熱など 

 

 

 


